
審査事務規程 第５章 継続検査及び構造等変更検査等 

５－28 車体表示 

５－28－１ 性能要件（視認等による審査） 

(1) 自動車の車体の後面には、最大積載量（タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容

積及び積載物品名）を表示しなければならない。（保安基準第 18 条第 6 項、細目告示第 178 条

第 12 項） 

(2) 専ら中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所に通う生徒、児童又は幼児の運送を

目的とする自動車（乗車定員 11 人以上のものに限る。）の車体の前面、後面及び両側面には、

次に定める様式の例により、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなけれ

ばならない。（保安基準第 18 条第 7 項関係、細目告示第 178 条第 13 項関係） 

  ①  形状は、１辺の長さが50cm以上の正立正三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm程度とする。

ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車（前面ガラス、前照灯、

信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車登録番号標により規

定寸法が確保できない自動車をいう。）にあっては、１辺の長さを30cm以上とすることがで

きる。 

  ②  色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。 

  ③  文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。 

 

様式の例  

 

 

 

 (3) 車両総重量が 20ｔを超える自動車（被牽引自動車を除く。）の車体の前面には、当分の間、

次の様式による標識を見やすいように表示しなければならない。ただし、保安基準第 55 条の規

定により同令第４条の規定の適用を受けない車両にあっては、この限りではない。（平成５年運

輸省令第 38 号附則第２項関係） 

 

 様式 
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５－28－２ 欠番 

５－28－３ 欠番 

 

 

 

５－28－４ 適用関係の整理 

  ４－28－４の規定を適用する。 
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